
 宮崎県結核予防計画改正案について 

健康増進課感染症対策室 

１ 策定の背景 

 

この計画は、感染症法に基づき国が策定した「結核に関する特定感染症予防指針（平成23 年

5 月改正）」を踏まえ、「宮崎県感染症予防計画」のもとに、県として総合的な対策を図る必要

のある感染症に対する個別計画として策定するもので、今回の改正は、平成17年 3月に旧結核

予防法に基づき策定した宮崎県結核予防計画を感染症法に適合させるとともに、平成31年度ま

でに達成すべき目標を設定している。 

 

結核に関する最近の法改正 

平成１１年７月 「結核緊急事態宣言」 

平成１４年３月 「結核対策の包括的見直しに関する提言」（厚生科学審議会） 

平成１６年６月 結核予防法の改正の公布 

平成１７年４月 結核予防法の改正の施行 

平成１９年４月 結核予防法廃止、新感染症法施行 

平成１９年５月 結核に関する特定感染症予防指針告示 

平成２３年５月 特定感染症予防指針改正 

 

２ 計画の概要 

 （１）性格 

   ・ 結核に関する特定感染症予防指針に基づくもの 

   ・ 本県が推進する結核対策の基本計画であり、感染症予防計画の別冊的位置づけ。 

 

 （２）計画期間 

   ・ 平成２７～３１年度 

 

 （３）基本的な方向 

    結核対策の重点を従来の一律かつ集団的対応から、発症のリスク等に応じた効率的な健

康診断、初発患者の周辺の接触者の健康診断、有症状時の早期受診の勧奨、結核患者に対

する適正な医療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細やかな個別的対応へと転換す

る。 

 

 

 

 

 



 （４）目標の設定 

    前計画の評価 

    平成２２年度までの実績と目標値        実績値（Ｈ２３）  目標値 

○罹患率（人口１０万対）            １５．８    １５．０以下 

○喀痰塗抹陽性結核患者に対する治療脱落率     １．６４％    ５％以下 

○発病から初診までの期間２月以上の割合     ２１．９５％    ８％以下 

    ○初診から結核登録までの期間１月以上の割合   ３１．３７％   ２０％以下 

     （※初診から診断までの期間１月以上の割合） 

○診断後２日以内の患者発生届出割合       ９１．３％    ９５％以上 

    ○ＢＣＧ接種率                ＊９６．１％    ９０％以上 

    ○定期健康診断受診率              ３４．８％    ８０％以上 

 

   以上の結果を基に平成３１年度までに達成すべき目標値を設定。 

    

   平成３１年度までの目標値と実績        実績値（Ｈ２４）  目標値 

    ○罹患率（人口１０万対）            １５．１    １２．０以下 

○全結核患者に対するDOTS実施率       ※８４．９％    ９５％以上 

○喀痰塗抹陽性結核患者に対する治療脱落率     １．４７％    １％以下 

○発病から初診までの期間２月以上の割合     ２２．７８％   １５％以下 

    ○初診から診断までの期間１月以上の割合     ２６．８０％    １５％以下 

○医師が診断後直ちに結核発生の届出を行った割合※８６．６％    １００％ 

 ○ＢＣＧ接種率（生後１２月時点）       ＊９４．９％     ９７％以上 

    ○定期健康診断受診率（６５歳以上）      ※３４．８％     ８０％以上 

    ※は平成２３年の数値 

＊BCG接種率は地域保健・健康増進事業報告の接種者数を出生数で割ったもの 

 

 （５）主な改正内容 

    ・目標値の新たな設定（罹患率等） 

    ・分子疫学的調査の積極的活用 

    ・DOTS（直接服薬確認治療）の対象の変更（喀痰塗抹陽性者 → 全結核患者） 

    ・地域の実情に応じた医療提供体制の構築 

 

３ 改正のスケジュール 

平成２６年１１月    市町村、医師会等関係機関への意見照会 

平成２７年１月     宮崎県感染症対策審議会にて審議 

平成２７年３月末まで  改正案の公表（県庁ホームページにて） 

 


